
規

則 

自
転
車
競
走
競
技
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
元
年
五
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
一
号 

 
 

 

自
転
車
競
走
競
技
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

自
転
車
競
走
競
技
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
埼
玉
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

第
四
十
八
条
の
二
第
一
号
中
「
後
に
、
適
正
な
走
行
に
よ
り
再
び
競
走
選
手
の
先
頭
に
出
る
こ

と
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
」
を
削
る
。 

 

第
五
十
条
の
二
中
「
の
標
識
線
」
を
「
に
入
る
ホ
ー
ム
・
ス
ト
レ
ッ
チ
・
ラ
イ
ン
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
十
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
十
一
条
及
び
」
を
「
第
十
一
条
、
」
に
改
め
、
「
ま
で
」

の
下
に
「
及
び
第
五
十
条
の
二
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
、
第
五
十
条
の
二
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


